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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

扶桑町の概要 

丹羽郡扶桑町は、愛知県北西部の人口 34,409 人（平成 26 年 12 月末）の町である。近隣には丹羽

郡内に大口町が、また江南市や犬山市、岐阜県の各務原市などとも隣接している。地域の特徴は、大

口町が工作機械や輸送用機械などの工場が多く立地しているのに対して、扶桑町はそれらの工場に勤

める人が多く居住している。また、名古屋鉄道を利用して名鉄名古屋駅へ約 30 分という交通の便の

良さから名古屋に通勤する人も多く、人口も着実に増加しており、そのような人達のベッドタウンと

しての役割を担っている。そのため、町内には大型ショッピングセンターのイオン扶桑店をはじめと

して、町の目抜き通り沿いには多くの飲食店が立ち並ぶなど商店が多数立地している。また、地場産

品として有名なのが、世界一長い大根としてギネスブックに登録もされている守口大根（※1）であ

り、そのシェアは実に日本全国の 60％にものぼっている。 

しかし、その一方で、扶桑町における事業所数の推移をみてみると、平成 21 年から大幅に下落し

ていることがみてとれる。図表 2.をみてみると、平成 15 年のイオンの開業を機にショッピングセン

ター及びそのテナントが開業したため、事業者数は一時的に改善したものの、平成 21 年以降は、経

営者の高齢化や事業承継などの問題もあいまって、小規模事業者を中心に事業所数は大幅に減少して

いることが分かる。実際に図表 3.をみてみると、平成 18 年から平成 21 年の 3 年間における年平均

の開業率が 4.29％、廃業率が 3.9％であったのに対して、平成 21 年から平成 24 年の年平均の開業

率は 1.94％となり 2.36 ポイントの悪化、廃業率は 5.30％となり 1.39 ポイントの悪化となっている。

（※1）守口大根：通常の大根より細長く、直径は 2-3cm、長さは約 120cm に達し、長いものは 180cm
以上になる。木曽川に面した地域の地質が砂状で柔らかく、粒子の細かい適度に砂の混ざった土壌で

あることから、地下へ細く長く伸びる当品種の生産に適しているとされる。

出所：「扶桑町の統計平成 26 年度版」を元に作成

写真：扶桑名物の守口大根

図表 1.扶桑町の事業者の割合
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図表 4.扶桑町の商業者数の推移

出所：「扶桑町の統計」を元に作成

出所：「扶桑町の統計」を元に作成

出所：「扶桑町の統

計」を元に作成

  Ｈ18-Ｈ21 Ｈ21-Ｈ24 増減 

開業者数 155 72 △ 83

廃業者数 141 197 56

年平均開業者数 52 24 △ 28

年平均廃業者数 47 66 19

開業率 4.29% 1.94% △2.36

廃業率 3.90% 5.30% 1.39

特に顕著な商業の衰退 

 扶桑町の全事業者のうち、卸売業からサービス業までを商業事業者とし、その商業の状況の推移を

あらわしたのが図表 4.である。平成 13 年から平成 21 年は、大型店の出店効果により、順調な推移

がみられるものの、平成 21 年からは極端な落ち込みをみせており、扶桑町内における商業にとって

大きな転換点を迎えていることが分かる。 

図表 3.扶桑町の開廃業率

図表 2.扶桑町の事業者数の推移



- 3 - 

出所：「扶桑町マスタープ

ラン住民意識調査」

地域住民が望む扶桑町の商業 

 しかし、一方で町内住民の商業に対するニーズをみてみると、整備された住宅地から「徒歩圏内に

おける商業施設」や「現状の店舗の維持」を望む声が多くあり、駅前商店街の活性化や町の目抜き通

りである中央道を中心に新規開業の促進を進めることは喫緊の課題となっている。 

こうした状況を踏まえて、当商工会といたしましては、商業者を中心に新たに事業をはじめる創業

者や新規の開業者を積極的に増やしていくとともに、既存の事業者についても事業計画の策定を軸と

した伴走型の支援を実施することにより、現状の事業者の衰退傾向を食い止め、更には事業者数を増

加に転換させるために当経営発達支援計画を策定した。

当計画は、扶桑町が策定した「扶桑町都市マスタープラン計画書」による扶桑町の基本方針と歩調

を合わせながら、地域経済発展の部分において主導的な役割を果たすことにより、地域経済の活性化

に寄与をしていく。特に当計画では、商工会が地域の産業界（産）を代表して、ハブ機能を担うとと

もに、愛知県や扶桑町などの行政（官）、丹羽金融協会（※2）や日本政策金融公庫一宮支店などの金

融機関（金）、東海学園大学などの学術機関（学）、そしてあいち産業振興機構をはじめとした専門機

関との連携を図ることで産・官・学・金が一体となって事業を進めるものである。

（※2）丹羽金融協会：十六銀行扶桑支店、大垣共立銀行扶桑支店、名古屋銀行扶桑支店、いちい信

用金庫扶桑支店、岐阜信用金庫扶桑支店の町内 5 行の金融機関で構成される任意の団体。

空き店舗が目立つ商店街 町の目抜き通りでも空き店舗が目立つ 

図表 5.住民が望む扶桑町の商業の姿

写真は両方とも平成 27 年 7 月末撮影
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事業目標

 平成 27 年度から平成 29 年度中の 3 年にかけて、事業者数の減少に歯止めをかけ、なんとかプラ

スへの転換を図るべくその土壌づくりをおこなう。その後、残りの 2 年間で、1.7％程度の事業者増

加率を達成することで平成 31 年度末、事業者数 1,200 社を目指す。

  平成27年度 平成 28 年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

年度末事業者数 1,140 1,145 1,160 1,180 1,200

年度末商業者数 852 857 872 892 912

年間開業者数（目標） 45 50 55 60 60

年間廃業者数（目標） 45 45 40 40 40

年間事業所増加数 0 5 15 20 20

年間事業者増加率 0.00% 0.44% 1.31% 1.72% 1.69%

基本方針

①支援企業の課題を明らかにするための情報収集手法、分析手法の確立と標準化

②事業計画策定支援を軸に、支援事業者との対話型での支援手法（伴走型支援）の確立と標準化

③支援成果を高めるための連携機関とのネットワークの構築及び支援への連携機関の活用

④支援企業の成長の源泉とするための販路開拓支援

⑤扶桑町の地域をビジネスを行いやすい場所とするための地域活性化支援

⑥扶桑町の事業者を増やすための創業・新規開業支援

⑦扶桑町の事業者を減らさないための事業承継支援

図表 6.経営発達支援計画のイメージ
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日） 

（２）経営発達支援事業の内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

１.地域の経済動向調査に関すること【指針③】 

経済動向調査 

（考え方） 

 経済動向調査については、①情報の収集・分析と②調査結果の地域内企業へのフィードバックをお

こなう。まず、情報の収集についてであるが、広域的な情報収集、県内及び近隣地域程度の情報収集、

扶桑町内の企業の情報収集の３つを考えている。広域的な情報の収集源としては、全国商工会連合会

が発行する月刊誌から全国的な中小企業の動向や当地域に転用できそうな先進的な中小企業の動向

に関する情報を収集する。また、県内や近県の景況については、金融機関が発行する調査月報や愛知

県商工会連合会が実施する中小企業景況調査から定量的な情報を中心に地域のトレンドを把握する。

また、当地域内の情報については、プレミアム商品券事業時における消費者動向調査や事業者動向調

査及び、名古屋鉄道㈱と協働しておこなう manaca データをもとにした消費者動向調査、そして、地

域内における商業事業者に対して業種ごとに数社づつピックアップして個別調査を実施する。 

 また、調査データについては、事務局内において分析をおこない、地域内の事業者が新たな取組 

をおこなう際の参考となるように２ヵ月に一度レポートを作成して周知をおこなう。またレポートに

ついてはＨＰにもアップして、会員企業以外でも目にすることが出来るようにする。 

図表 7.経済動向調査のイメージ
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（事業内容） 

 ①全国商工会連合会が発行する「月刊商工会」からは、「全国の中小企業の取組事例に関する情報」

や、「商工会を中心とした地域全体における取組事例の情報」、「国が実施する施策についての情

報」の収集をおこなう。全国的な中小企業者の動向において、当地域に転用できるような取組に

ついては、事務局で内容の分析をおこなうとともに、２か月に１度行われる理事会の場でも報告

をおこなうことで、新たな施策導入のきっかけづくりをおこなう。 

 ②連携金融機関が発行する調査月報からは、愛知県、岐阜県における「産業動向」「消費関連」「物

価」などの情報の収集をおこなう。また、愛知県商工会連合会がおこなう中小企業の景況調査（四

半期ごと）からは、業種別の県内中小企業の「売上」「採算」「資金繰り」などに関する情報を収

集する。このような定量的なデータについては、時系列の動向を把握することにより、今後のト

レンド予測をおこなう。これらの情報については、事務局において要約をおこない、巡回活動時

や事業計画策定時における外部環境に関する情報として事業者支援に活用する。 

 ③プレミアム商品券事業については、実施期間中に、商品券を購入した消費者に対してアンケート

調査を実施し、「商品券における経済効果」についての情報を収集する。また、プレミアム商品

券事業の終了時において、参加事業者に対してアンケート調査を実施し、「商品券の経済効果」

「品目別の利用状況」「利用地域の動向」などの項目において調査を実施する。これらの事業デ

ータについては、事業の成果分析に活用するとともに、理事会やプレミアム商品券事業の実行委

員会において報告をおこなう。更に、他の参加事業者も情報を活用できるようＨＰ上でも公開を

おこなう。（商業イベントレポート） 

※平成 28 年度以降にプレミアム商品券事業がおこなわれなかった場合は、事業規模は小さくな

るものの、代わりとなる面的な商業イベントとして商店街スタンプラリー事業などのレポートに

変更することを検討している。 

 ④manaca 端末利用店舗のデータについては、イベントごとの各店舗の「電子マネーの利用状況」

「顧客属性」「地域別の利用金額」などのデータを名古屋鉄道㈱から情報提供を受けることによ

り、販売促進イベントにおける効果の分析・検証に利用する。また、データの信頼性を高めるた

めにサンプル店舗数を５年後までに３０店舗に増やす。 

 ⑤今まで実施していた小規模企業実態調査をリニューアルした形で個別の企業調査を実施する。具

体的には、巡回によるインタビュー調査の形で実施することにより、定量的なデータにとどま 

らず、定性的なデータについても収集をおこなう。また、調査対象企業についても、当経営発達

支援計画の目標を鑑み、地域内商業を重点的に調査するために、「最寄品小売業者」、「買回品小

売業者」、「サービス業者」、「飲食業者」、「地場産品を扱う事業者」のジャンルから各２企業ずつ

を２か月に１度の割合で定期的に調査していく。 

 ⑥①～⑤までの調査内容のうち、特に会員企業全てに知ってもらいたい情報については、要約レ 

ポートを作成し、２か月に１度の配り物の折に配布をおこなう。更に、今後は、会員企業以外も

目にできるようにＨＰ上でも公開をおこなう。また、巡回時において会員企業への成功事例の横

展開を図るために、紙ベースのものやタブレット端末を利用しながら情報提供をおこなう。（景

況・施策レポート） 

（事業計画） 



- 7 - 

２.経営状況の分析に関すること【指針①】 

経営分析 

（考え方） 

 経営分析の前段階として、従来から行われている「巡回・窓口相談」「記帳指導」「税務・労務の個

別指導」「金融相談」などのいわゆる「経営改善普及事業」を地域内企業の基本情報の収集の場とし

て捉えている。そして、「経営改善普及事業」をおこなう中で、新たな取組をおこなう企業の発掘を

実施し、事業計画策定支援を通じて、「販路開拓支援」「創業支援」「経営革新支援」「地域資源活用支

援」などに繋げていく。 

経営分析のフローとして、金融支援など「経営改善普及事業」の延長線上でおこなう分析について

は、（一社）中小企業診断協会の予備調査書に準じた形での「企業概況分析」を各担当者が中心とな

って実施する。更に、事業計画策定支援につなげる場合においては、中小企業診断士の資格を持つ職

員を中心に「経営環境分析」「経営資源分析」などの本格的な経営診断を実施していく。また、業種

を理解するのに専門性が必要な場合などは、連携機関の専門家の知見なども取り入れながら経営分析

をおこなう。 

事務局職員間の情報共有をおこなうためのツールとしては、従来から経営指導員を中心に利用され

ていたカルテシステムの情報を、よりリアルタイムな情報へ定期的に更新することで活用していく。

企業概況分析 

分析項目 

・業種 ・主要製品 ・資本金推移 ・従業員推移 ・売上高推移 ・経常利益推移 ・後継者 

・企業形態 ・業態 ・企業活力分析 ・経営指標分析 ・社会性分析 など 

図表 8.経営分析のイメージ
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経営環境分析 

分析項目 

経営資源系要因 

・雇用系要因 ・立地系要因 ・インフラ系要因 ・金融系要因 ・ﾊｲﾃｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ系要因 

経営システム系要因 

・制度系要因 ・生産プロセス系要因 ・マーケティング系要因 ネットワーク系要因 

自然、社会、人間系要因 

・気象系要因 ・地域環境保全系要因 ・企業行動規範系要因 ・心因系要因 ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ系要因

・感性行動系要因 

※外部環境については、上記の項目の中から、支援対象企業に重大な影響を与える項目をピックア

ップして分析をおこなう。 

経営資源分析 

分析項目 

個別経営資源分析 

・ソフトな経営資源 ・物的経営資源 ・資金 ・立地 ・アウトソーシング 

経営部門別経営資源分析  

・研究開発部門 ・経営企画部門 ・経営法務部門 ・生産部門 ・仕入調達部門 ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

部門 ・人事・労務部門 ・情報部門 ・経理・財務部門 

経営システム分析 

・経営戦略関連の経営システム分析 ・製品関連の経営システム分析 ・生産・流通関連の経営シ

ステム分析 ・経営組織関連の経営システム分析 

※内部環境については、上記の項目の中から、支援対象企業の強みとなりそうな項目をピックアッ

プして分析をおこなう。 

（事業内容） 

 ①商工会職員全員による計画的な巡回をおこなうことにより、職員を通じて小規模事業者の実態把

握をおこなう。対面件数の目標は、巡回指導延 700 件、対面指導延 300 件を実施する。 

 ②より専門性の高い経営診断が必要な場合には、連携機関である愛知県商工会連合会、よろず支援

拠点を運営しているあいち産業振興機構、中小企業診断士の養成課程をもつ東海学園大学から専

門家を派遣し、専門的な知見からのアドバイスをもらいながら経営分析を実施する。 

 ③記帳継続指導についても、継続的に財務状況をヒアリングできる貴重な機会であるため、指導対

象事業者の維持や新規の指導対象事業者の獲得を目指す。特に、これまで以上に指導対象事業者

に対しての支援活動を強化するために、全ての指導対象事業者に対して「企業概況分析」を実施

していく。 

 ④税務・労務相談などの個別指導会についても、事業所の決算内容を確認できる貴重な機会である

ため、損益計算書や貸借対照表の過年度との比較などを通じて、経営状況を把握していき、事業

計画策定へと繋げられるような事業者の発掘をおこなう。 

 ⑤金融支援を要する企業については、重点的に支援をおこなう対象とする。特にマル経融資の推薦

時には「企業概況分析」を実施する。 

 ⑥事業計画策定支援を望む事業者に対しては重点支援対象企業とし、中小企業診断士の資格を持つ

職員を中心に本格的な経営診断（経営環境分析、経営資源分析）を実施する。また、業種を理解

するのに専門性が必要な場合などは、連携機関から専門家を招聘し、その知見を活用する。 

⑦巡回等でヒアリングした内容については、職員間での共有化を図るために、全職員が経営カルテ

システム（※3）への入力をおこない、企業の要望や課題、実行済みの支援内容などについての

情報を蓄積していく。 
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 ⑧経営カルテシステムの情報がデータベースとして活用できるよう、巡回等の折に基本データ等の

更新をおこなうとともに、年に一度程度、経営カルテシステムの情報の総点検をおこなう。 

（※3）経営カルテシステムは、全国商工会連合会（東京都）が運営する商工会のデータベースシ

ステムであり、事業者情報、経営指導の内容などを入力することができ、必要に応じて様々な形

での出力も可能（例：過去の巡回一覧表等）。

（事業計画）

 ３.事業計画策定支援に関すること【指針②】

事業計画策定支援

（考え方）

 セミナーや補助金・施策の説明会を開催することにより、事業計画策定に対して前向きな事業者の

ピックアップをおこない重点支援対象者とする。また、連携している地域の金融機関がおこなう経

営セミナーなども活用することにより、地域内の事業者への情報提供の間口を広げ、事業計画策定

への取り組み対象となる企業の母数を増やす。

事業計画策定支援のスキームは、まず支援対象企業に「企業概況についての素案」を作成しても

らい、事業者の自社に対する認識を明らかにしていく。特に、事業計画書の作成などをおこなった

ことのない事業者に対しては、中小企業基盤整備機構が提供しているアプリ「経営計画つくるくん」

などを紹介して、作成を支援していく。並行して、商工会としては、実際に事業者に赴いて事業者

の現状把握をおこなったり、決算書類などの財務データなどを踏まえて、「経営環境分析」「経営資

源分析」「需要調査」を実施していく。そして、それらの情報をもとに事業者とミーティングを重ね

ることで、実現可能性の高い事業計画作成の支援をおこなっていく。
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（事業内容）

事業計画策定に繋げる刺激策

 ①事業計画策定を目指す事業者の掘り起しのために、説明会やセミナーを実施する。

 ②自己開催の説明会の他に、連携金融機関が実施するセミナーへの周知などをおこない、事業計画

策定をめざす事業者候補のパイを増やす。

 ③上記①、②のセミナー情報や補助金制度、コンテスト募集などの情報を「景況・施策レポート」

を通じて、２か月に１度の割合で会員企業に周知をおこなう。また、会員企業以外にも周知を図

れるように、HP 上に情報をアップしたり、巡回時などにタブレット端末などを利用しながら周

知をおこなう。

 ④「景況・施策レポート」や説明会、セミナーなどから反応のあった事業者、特に補助金事業など

の応募者を中心に、５年後をめどに年間３０件程度、事業計画を策定する事業者を発掘していく。

 事業計画策定支援

 ①中小企業基盤整備機構が提供する「経営計画つくるくん」などのアプリを活用しながら、支援対

象事業者に自社の事業内容についての洗出し作業をしてもらう。

 ②商工会としては、「実地調査」「経営分析」「需要調査」などの定量的なデータの収集・分析作業

をおこなう。

 ③支援対象事業者が、事業計画書をイメージしやすくしたり、より実現可能性高まるようにするた

め、定性的なデータや定量的なデータをもとに、商工会が今後の「経営戦略のイメージ」を作成

し、支援対象事業者と商工会の間における今後の事業展開に対する共通認識をつくる。

 ④上記②、③の商工会の支援をもとに、事業者に経営計画書の作成をおこなってもらう。

図表 9.事業計画策定支援のイメージ
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（事業計画）

創業・事業承継支援

（考え方）

扶桑町が抱える大きな課題である事業者の減少を食い止めるためには、｢いかに創業者や新規の開

業者を増やすか｣や｢いかに廃業を食い止めるか｣などが重要となってくる。

まず、創業支援であるが、創業については町の産業立地計画などとも歩調をあわせておこなって

いく必要がある。役割としては、扶桑町が各種条例の制定や都市計画、進出企業に対する奨励金の

整備などの事業環境の整備支援をおこない、商工会は、事業計画策定支援と同様のスキームを用い

て、経営活動の支援をおこなっていく。また、創業支援策の更なる充実をはかるためににも、今後、

扶桑町と協調する形で創業支援に関するスキームを明確にし、産業力強化法の認定取得に向けての

取組への協力をおこなっていく。

次に、廃業を食い止めるには、既存の事業を継続してもらうことも重要である。そこで、巡回・

窓口相談活動の中から、事業承継を検討している事業者の洗出しをおこない、中小企業庁が発行す

る「事業承継ガイドライン」を活用しながら、事業者や後継者と共に「事業承継計画」を策定して

図表 10.経営戦略のイメージの例
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いく。事業承継支援のなかで、相続など税務上の課題が発生した場合は、連携している東海税理士

会小牧支部の専門家の知見を活用する。また、必要に応じて中小企業基盤整備機構が運営する「事

業引き継ぎデータベース」の活用なども視野に入れながら、愛知県事業引き継ぎ支援センターなど

を利用する。

そして、中小企業の企業価値の向上や無形資産の可視化を図るために、扶桑町の知的財産権への

取組に対する補助金である「中小商工業者等活性化支援事業補助金」（※4）を通じて知的財産権へ

の取組支援を強化していく。

（事業内容）

 ①3 市 2 町（犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町）で創業支援セミナーを 9 月末頃に共同開

催し、扶桑町における創業予定者の掘り起しをおこなう。

②自己開催の創業支援セミナー以外にも、連携金融機関や近隣の関連団体が開催する創業セミナー

 を活用しながら創業予定者の知識の向上に寄与する。

③創業セミナーの参加者を中心に、経営分析を実施した上で、年間 10 件程度の創業計画策定支援

を実施し、事業の継続可能性を高めていく。

 ④今後、事業承継を検討している事業者に対して、事業承継計画書の策定支援をおこなっていく。

 ⑤知的財産権への取組を強化するために、「中小商工業者活性化支援事業補助金」の利用者を増や

していく。

（※4）「中小商工業活性化支援事業補助金」は扶桑町役場が設けている補助金制度であり、町内の中

小商工業者等がおこなう特許出願、実用新案の出願並びに ISO が定めた国際規格の認証取得に関

する事業に対して助成をおこなうものである。

（事業計画）

 ４.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】

イベント型支援と伴走型支援

（考え方） 

事業計画策定後の支援スキームとしては、支援事業者に何らかのインセンティブをもたらすような

短期的な取組である「イベント型支援」と支援事業者のフォローアップ支援である「伴走型支援」を

組み合わせることにより、支援対象者の成長を促すような支援を実施していく。モデル例としては、

事業計画策定者について、計画の進捗状況の確認や新たな課題への対応のために、その後、1 年程度

は、伴走型支援という形で事業計画の進捗状況の確認をおこなっていく。また、2～3 年後を目途に、

コンテストへの出品や展示会・ビジネスマッチングへの出展を一つのマイルストーンとして設定しな

がら、新商品や新サービスの開発支援を継続的におこなっていく。更に、3～5 年後を目途に新たな

事業展開の模索など、経営革新申請なども視野に入れた支援体制を構築すことにより、支援事業者の

成長を促していく。特に、「販路開拓支援段階」や「経営革新支援段階」において高度な専門性を必

要とする案件が発生した場合は、連携機関の専門家の知見を活用する。

 また、新規創業者についても、創業後 3 年以内の廃業率が非常に高いため、事業計画策定者支援と

同様に、事業が軌道に乗るまでの 3 年程度は、定期的にフォローアップしていく必要がある。
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（事業内容）

伴走型支援全般

①事業計画策定後には、経

営指導員が 2 ヵ月に 1
回程度のフォローアッ

プのための巡回・窓口相

談を実施し、事業計画の

進捗状況の確認をおこ

なう。

②計画後の伴走型支援を

おこなう中で生じた専

門的な課題については、

ミラサポやひまわり愛

知プラットフォーム（※

5）や愛知県商工会連合

会、中小企業診断士の養

成課程を持つ東海学園

大学の専門家を活用す

ることにより、専門的な

知見からの経営支援を

実施する。 

販路開拓支援段階 

①対外的な評価を得られ

る各種のコンテストや

ビジネスマッチング、展示会などの出展を積極的に支援し、それぞれの事業をマイルストーンに

設定しながら、それを目標に商品やサービスのブラシュアップ支援を継続的におこなっていく。

尚、展示会・ビジネスマッチングの内容については、「６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関

すること」に詳しく記載。 

②コンテストなどで評価が得られた取組などは、積極的にプレスリリースなどを活用しながら、情

報発信活動をおこなっていく。また、地域内企業の様々な取組については、「景況・施策レポー

ト」の中でもコラムのような形で記事にしていき、会員企業に周知するとともに、ＨＰ上にもア

ップしていく。 

経営革新支援段階 

 ①伴走型支援の中で、支援対象企業の新事業展開への取組がみられるようであれば、経営革新の認

  定へと繋げていく。また、経営革新計画を作成した場合は、新事業を円滑に運営するためのマニ

ュアル作成やビジネスモデルのブラシュアップなどの支援を実施していく。 

創業者フォローアップ支援 

①創業者については、フォローアップの形で巡回・窓口相談を実施し、初期段階における経営のツ

マヅキを無くしていく。

 ②創業時における専門的な課題についても、専門家の派遣を活用しながら解決に臨む。また、創業

当初には、金融的な支援が発生するケースも多くみられるため、連携金融機関とも協調しながら、

創業補助金の申請なども活用して支援を進めていく。

（※5）ひまわり愛知プラットフォームは、小規模事業者の法律問題を中心に解決するために愛知県

弁護士会が代表機関となって運営をおこなっている相談支援スキームである。 

図表 11.事業計画策定後のイメージ
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（事業計画）

５.需要動向調査に関すること【指針③】

需要動向調査 

（考え方）

 事業計画を策定するにあたり、その個別の企業に応じた需要動向調査を実施する必要がある。具体

的な調査項目としては、過去 1 年程度の「顧客の属性」「商品・サービスの属性」「客単価」「来店回

数」などの情報をＰＯＳデータなどをもとに支援対象事業者を通じて入手したら、その内容について

「ＡＢＣ分析」「デシル分析」や「ＲＦＭ分析」を活用して分析をおこなっていく。

 その後、分析結果をもとに主要ターゲット顧客を選定し、新商品や新サービス投入のための事業計

画を策定する。事業計画実施後は、3 ヵ月後調査、半年後調査を実施することにより、事業計画段階

の予測と事業実施後の実数値の間の乖離を分析することにより、ＰＤＣＡサイクルを回しながら、よ

り精度の高い販路開拓支援に繋げていく。

（事業内容） 

 ①事業計画の策定事業者に対して、需要動向調査を実施する。調査項目は、「顧客の属性」「商品・

サービスの属性」「客単価」「来店回数」を中心に、必要に応じて項目を追加していく。

 ②事業計画実施後は、販売動向の確認のために 1 ヵ月後調査、半年後調査を実施することで、事業

計画における販売動向の確認をおこない、乖離がある場合はその原因についての調査分析を実施

し、ＰＤＣＡサイクルを回すことにより、支援対象事業者の販路開拓を軌道に乗せていく。 

（事業計画） 

６.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】

販路開拓支援

（考え方）

 販路開拓支援については、2014 年版中小企業白書においても指摘されているように「販売すべき

ターゲット市場の選定」「商品・サービスのＰＲ」「新規顧客へのアプローチ方法」という、３つの課

題別に支援をおこなっていく。

「販売すべきターゲット市場の選定」という課題に対しては、巡回活動を通じて支援対象企業 1 社 1
社の特徴を踏まえながら個別の相談をおこなっていく。より専門的な課題に対しては、あいち産業振

興機構のよろず支援拠点や愛知県商工会連合会の専門家派遣制度を活用しながら支援対象企業のタ

ーゲット市場選定を支援していく。また、数は少ないものの海外への展開を検討している企業に対し

ては、あいち国際ビジネス支援センターなどの公的機関の活用なども視野に入れながら積極的に支援

をおこなっていく。

「商品・サービスのＰＲの場」という課題に対しては、東京・大阪・名古屋をはじめとした大都市圏
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や愛知県内の観光スポットで開催されるようなイベントなどにおける物産展への出展を支援してい

く。更には、インターネットを活用した販路開拓支援として、全国商工会連合会が運営するショッピ

ングサイト「ニッポンセレクト」への出品や愛知県商工会連合会が運営する「まるッと！とあいち」

への出展を支援していく。

最後に「新規顧客へのアプローチ方法」という課題についてであるが、巡回活動を通じて、商品力

や技術力を有する企業を見つけた場合については、新たな取引先の開拓方法の一つとして、連携相手

のひとつである十六銀行（岐阜市）が開催するビジネスマッチング事業（逆見本市事業）への参加を

提案する。当事業を活用することで、企業同士が新規の顧客に対して１対１の形で密度の濃い商談を

おこなえるような仕組みを取り入れていく。

また、自社でホームページを持たないような小規模事業者については、商工会のネットワークシス

テムである「ＳＨＩＦＴ」などを活用した個別のホームページの作成を支援したり、それに伴い、ホ

ームページ上でのショッピングサイトの作成支援などをおこなっていく。

（事業内容）

 ①地域外にビジネスチャンスを広げるための取組としては、東京、大阪、名古屋などで開催される

展示会・物産展についての情報提供を「景況・施策レポート」や商工会のＨＰにて周知する。ま

た、特に展示会の内容によっては、その内容にマッチする企業に対して巡回訪問を実施し、出展

への提案および支援をおこなっていく。

 ②海外への進出を検討している事業者に対しては、あいち国際ビジネス支援センターなどの専門機

関を活用しながら、支援対象事業者 1 社 1 社にあわせた形で支援をおこなっていく。

 ③ＩＴを活用した販路開拓支援策としては、全国商工会連合会が運営している「ニッポンセレク

ト」への出展を支援するほか、インターネット販売や、実際に県営名古屋空港内にリアル店舗

を構える「まるッと！とあいち」への出展を支援していく。特に「ご当地商品を扱う事業者」や

土産物などを中心に「観光関連」への進出を目論む事業者を中心に出展を進めていく。

 ④まだ地域外に対してはあまり知られていないものの、キラリと光るような技術や商品を提供する

ような事業者を巡回訪問を通じて見つけだし、新たな販路開拓機会の場として、十六銀行（岐阜

市）が進める個別企業ごとのビジネスマッチングである「逆見本市事業」を提案していく。この

「逆見本市事業」は一般の開放型スタイルのビジネスマッチングと比べ、１社ごとに面談機会が

図表 12.販路開拓支援のイメージ
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設定されるため、日程についてもある程度融通がきくほか、密度の濃い商談会を実現できるため、

これまでの成約率も２０％程度（通常は、３～５％）と非常に高く、地域内事業者の商談機会の

拡大に期待できる。

⑤また、ネット販売用のホームページを持たないような小規模事業者に対しては、全国商工会連合

会のシステムと連動している「ＳＨＩＦＴ」などを利用したホームページ作成支援を活用するこ

とで、コストを掛けずにインターネット販売が出来るよう支援していく。

（事業計画）

Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組

（考え方）

 地域経済活性化のための基本方針としては、１つ１つの店舗では発信力が弱い小規模事業者をまと

めることにより、面的な広がりをつくり、商業者同士の連携を強化するような取組を実施していく。

また、地域内の小規模事業者の認知度向上のために、町内外の住民が多く集うようなイベントにおい

て展示会や即売会を実施することにより、販路開拓に繋げていく。更に、地域のコミュニティスペー

スに、特産品や新商品、ハンドメイド商品などを一同に集めることによって、住民の交流を促すとと

もに、ビジネスチャンスの拡大を図っていく。

また、当扶桑町は、犬山市という観光都市の近くに立地していながら、その割に低い認知度に対し

て、地域が一体となって対外的にアピールをおこなうような取組も必要である。商工会としては、他

地域に対して名刺代わりとなるような新たな商品の開発に取り組んでいく。既に開発を終えて町内や

県営名古屋空港等で販売をおこなっている「扶桑カレー」については、消費者からの意見なども取り

入れながら順次改善を進めるとともに、大手ショッピングセンターでの取り扱いなども見据えた取組

により認知度の向上に努めていく。

また、犬山市を含めた近隣地域とも観光という軸において協調していくことを念頭に、まずは、共

同の情報発信事業から進めていく計画である。そのためにも、情報発信ツールの充実は欠かせない課

題となっている。特に、動画投稿サイト Youtube にアップしている地域のイメージ動画や企業紹介

などのコンテンツについては、今後、より一層の充実を図っていく予定である。

図表 13.地域活性化支援のイメージ
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地域経済活性化事業

（事業内容）

 ①商業活性化イベントとしては、商店街を中心に実施しているスタンプラリー事業やプレミアム商

品券事業を実施し、大型店の知名度を活用しながらも、消費者に中小店にも足を運んでもらえる

ような仕組みを導入することにより、地域内の消費者からの認知度向上や顧客の固定化に活用し

てもらえるようなきっかけ作りの場とする。

 ②毎年、10 月に扶桑町内でおこなれるふそう町民祭りでは、商工物産展を開催し、来場者に実際

に商品などに触れてもらったり、取組をパネル展示することにより、地元企業への認知度を高め

ていく。また、同時に即売会も実施することにより、3,000 人ほどが来場するイベントを新商品

やご当地商品のテストマーケティング、販売促進の場として活用する。

 ③現在、コミュニティスペースとして活用している「幸房くわの木」（扶桑町大字柏森）について

は、ご当地商品を一堂に集めて販売しているほか、手作り商品の制作に興味を持っている人たち

のテストマーケティングの場としても活用されている。今後は更に、「食と音楽」を中心とした

イベントなどを企画することにより、コミュニティスペースにおける交流人口を増やすことを通

じて、販売促進を強化していく。

 ④現在販売中であるご当地商品の「扶桑カレー」については、町内取扱店舗 12 社および名古屋空

港以外にも拡大すべく、大手ショッピングセンターなどで取り扱ってもらえるよう交渉を進めて

いる。更に「ふるさと名物消費喚起事業」などの活用も検討しながら、より認知度が高まるよう

な取組をおこなっていく。また、並行して商工会青年部を中心に新たなご当地商品の開発も検討

していく。

 ⑤近隣 10 市町村（※5）の観光関連団体でつくる尾張地区観光推進協議会事業への参画と共同情

報発信事業により、対外的な知名度の向上に努める。

 ⑥扶桑町の魅力については、ホームページや Youtube などのネットサービスを活用しながら、積

極的な発信をおこなっていく。

URL 

ホームページ：http://www.fusoci.jp/ 
Youtube：https://www.youtube.com/user/FUSOSYOKOKAI 

（※5）10 市町村：小牧市、犬山市、春日井市、江南市、岩倉市、北名古屋市、一宮市、豊山町、

大口町、扶桑町の尾張部近隣 10 市町村を指す。

写真：扶桑カレー 写真：コミュニティースペース

「幸房くわの木」
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（事業計画）

Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組

１.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等情報交換に関すること

（考え方）

 本計画においては、地域の金融機関との連携に非常に重点を置いており、定期的な情報交換はもち

ろんのこと、更に、そこから一歩踏み出して、具体的に何が出来るかについて検討していきたいと

考えている。

 また、当地域以外の経済団体との協力関係についても、これまで以上の強化を計画しており、今ま

で情報交換をおこなっていた枠組みを更に発展させ、具体的な共同事業をおこなうことで、支援ノ

ウハウなどを相互に提供していく仕組みを目指す。

（事業内容）

 ①金融機関との情報交換会を定期的に開催することにより、金融機関側の視点や商工会側の施策実

施予定を共有する機会を設ける。

 ②近隣地域の商工会で、職種別の情報交換会を定期的に開催することにより、商工会職員同士の情

報交換、ノウハウの共有を図る。

 ③観光分野において、他地域の実施状況や成功事例を学んだり、今後、共同で取り組めることにつ

いての検討をおこなうための研究会に参加する。

 ④地域が限定されない課題については、共同で講習会事業を開催することにより、スケールメリッ

トを発揮するとともに、ノウハウの相互交換を推進する。

（事業計画）

２.経営指導員等の資質向上等に関すること

（考え方）

 経営発達支援計画を効果的に実行するためには、職員の資質向上は欠かせない。特に当商工会のよ

うな小さな組織においては、全職員体制での実行体制が不可欠である。そこで、基本的には指導業務
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についての複数担当制を実施することにより、仕事については、若手職員が先輩職員の職務を体験し

ながら仕事を覚えていくような仕組みを目指す。

また、他の職員の職務内容をしっかり理解できるよう情報の共有を進める必要がある。そのため、

支援内容が誰でも見れるよう経営カルテの整備と経営支援書類の回覧などをおこなっていく。

更に OJT で賄いきれない部分については、愛知県商工会連合会が開催する研修や連携機関が開催

する研修等を積極的に活用することにより、知識やノウハウの研鑽を図る。

（実施内容）

 複数担当制の採用 

全職員が経営発達計画の円滑な実施に取り組めるように、情報やノウハウの共有を図れるような

体制作りを目指す。具体的には、若手職員を育成するために、経営発達計画に関連する各種業務の

担当を複数名にすることによって、先輩職員と職務を一緒に体験しながら覚えていくような仕組み

とする。また、事業者が商工会を訪れた際に主担当者がいなくても、ある程度の段階まで進めるこ

とで、事業者に対して無駄なお手間をとらせないような窓口体制を目指す。経営分析の１つである

「企業概況分析」については、経営指導員以外の担当者も実施できるよう、中小企業診断士の資格

を持つ職員が講師役となり、分析手法や分析結果の見方について伝えていく。 

情報の共有 

  経営発達計画の遂行のためには、各職員が他の職員の行動予定であったり、支援企業の状況につ

いてしっかりと情報を共有している必要がある。そのため、全体予定については、週に 1 度実施す

る全体ミーティングや共有業務

日報を活用する。 

また、事業者の経営支援につい

ては、経営カルテ、経営支援書類

の回覧などを通じて、各職員がど

のような支援をおこなっているか

を事務局職員全体でしっかりと把

握していく。 

外部研修制度の活用 

  愛知県によって定められている

法定研修、愛知県商工会連合会が

開催する経営支援能力向上のため

の研修の他、税務署、日本政策金

融公庫、あいち産業振興機構が開

催する研修などの場において知識

やノウハウの研鑽を図る。 

３.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること

（考え方）

経営発達支援事業の実行のために欠かせないのが、産（商工会）・官（行政）・学（専門機関）・金

（金融機関）の連携である。この計画は、今後の地域の小規模事業者の経営支援の方向性を見定める

もとのなるため、商工会としても、正副会長に十分に計画の内容を理解していただき、現場の事業者

を代表した声をいただきたいと考えている。

また、本計画においては、扶桑町や東海学園大学、丹羽金融協会などとの連携を前提としており、

これらの機関との情報交換の場において、事業に対する評価をいただく予定である。これら内部・外

部の声を反映させながら翌年の事業計画の策定につなげていく。また、単年度の実績及び計画につい

ては、翌年度に実績数値の公表をホームページ上でおこなう。 

図表 14.外部研修の予定 
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（実施内容） 

 ①地域の課題、中小企業者の動向やニーズなどをもとに、商工会事務局において、年度における目

  標を設定した実行計画を策定する。 

 ②実行計画に基づき、全職員体制で事業を実施する。 

 ③事業の進捗については、ミーティングにおいて定期的に確認していく。 

 ④年度の実施状況がある程度、把握できたら実績報告をまとめ外部委員からの評価を受ける。 

 ⑤事業実績、外部委員からの評価をもとに正副会長を含めた内部委員からの評価、検討を加え、翌

年度の事業計画の策定をおこなう。 

 ⑥公表結果については、ホームページ上（http://www.fusoci.jp/）でおこなう。 

  役職 氏名(役職） 

商工会 

会長 鈴木 洋 

副会長 近藤齊宏 

副会長 梅田直一 

外部委員

町産業環境課 （担当主幹） 

丹羽金融協会 （代表幹事） 

東海学園大准教授 藤木善夫 

事務局 事務局長 天野末光 

支援計画のための PDCA サイクル 評価委員名簿

敬称略
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（ 平成２７年４月現在）

（１）組織体制 

事務局長  天野末光 

事務局次長 丹羽則之 

 指導主任  石原俊之 

 主  事  日下部錬 

 主  事  本田安祐美 

 臨時職員  手嶋美智子 

（２）連絡先 

 住  所   愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道３３５ 

 電話番号   （０５８７－９３－５１１１） 

 ＦＡＸ    （０５８７－９３－５４１０） 

 メールアドレス info@fusoci.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 34,145 33,630 33,630 33,630 33,630

普及事業人件費

普及事業費 

一般事業費 
経営講習会開催費

経営税務対策費

情報化対策費 

青年部対策費 

管理費 

広域事業分担金

20,441

11,074

1,220

200

150

320

550

1,410

1,410

20,000

11,000

1,220

200

150

320

550

1,410

1,410

20,000

11,000

1,220

200

150

320

550

1,410

1,410

20,000

11,000

1,220

200

150

320

550

1,410

1,410

20,000

11,000

1,220

200

150

320

550

1,410

1,410

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

県補助金、町補助金、会費 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

①経済動向調査における情報の収集・分析 

②事業計画策定支援、伴走型支援・創業・新規開業支援における専門家による助言・指導 

③セミナー・説明会における相互利用 

連携者及びその役割 

扶桑町役場：愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道３３０ 町長 江戸 滿 

「扶桑町都市計画マスタープラン」等の都市計画や各種条例の制定、進出企業に対する奨励金などの

事業環境の整備をおこなう。また、担当課である産業環境課が経営発達計画の外部委員として就任し、

当事業への意見・指導を頂く。 

丹羽金融協会：（代表幹事）十六銀行扶桑支店 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字西屋敷１５５

                                    支店長 服部正直

       大垣共立銀行扶桑支店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高木字桜木５２５ 

支店長 長橋芳幸

       名古屋銀行扶桑支店 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字中切４４４

                                    支店長 森 信竹

       岐阜信用金庫扶桑支店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高木字桜木５０６

                                    支店長 寺田陽一朗

       いちい信用金庫扶桑支店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字宮島２５７

                                    支店長 長谷川隆司

地域の金融機関の立場からの情報の調査・分析とその内容に関しての情報提供。経営に関するイベン

ト情報に関しても共有をはかり、事業者が様々なイベントに参加できる場を増やす。また、十六銀行

とは逆見本市事業など販路開拓支援事業でも協力を図る。地域の金融機関のシンクタンクとしての能

力が期待できる。また、金融機関と連携を組むことによりヒト・モノ・カネを包括した支援が可能と

なる。丹羽金融協会の代表幹事が経営発達計画の外部委員として就任し、当事業への意見・指導を頂

く。 

日本政策金融公庫一宮支店：愛知県一宮市大志２丁目３－１８ 支店長 牧山匡朗

情報の調査・分析、特にマル経に関する情報提供。出張相談会の開催。公的な金融機関として、小規

模事業者に対する支援に対して金融面からのバックアップが期待できる。 

東海学園大学：愛知県みよし市福谷町西ノ洞２１番地２３３ 学長 松原武久 

学術機関としての調査・分析とその内容に関しての情報提供。事業計画支援などにおいて、専門的な

知見の提供を受ける。特に当学園は、中小企業診断士の養成課程を有しており、高度な事業計画策定

支援における経営診断などが期待できる。当該校の担当教員が経営発達計画の外部委員として就任し、

当事業への意見・指導を頂く。 

公益財団法人あいち産業振興機構：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番３８号 理事長 森 鋭一

県内の景況情報や施策情報などの提供を受ける。また、県の総合支援機関として、専門家の派遣など

でその知見の提供を受ける。特に補助金・助成金施策から専門家の派遣までの一体的支援が期待でき

る。 
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名古屋鉄道株式会社：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目２－４ 代表取締役社長 安藤隆司 

町内企業への manaca 端末の普及促進を商工会と共同でおこなう。また、イベント実施時における情報

データの提供を受ける。今後は共同で、manaca 端末を利用した販売促進イベントなどを企画している。

東海税理士会小牧税理士部：愛知県小牧市中央一丁目３４６ 木津用水会館二階 支部長 高嶋浩通

決算・確定申告などの相談会の開催などの事業に講師として来てもらい、指導を受ける。特に、税務

的な課題に対して、専門的な知見の提供を受ける。 

愛知県弁護士会：愛知県名古屋市中区三の丸１－４－２ 会長 川上明彦 

ひまわりネットワーク事業を通じて、法律的な課題に対して、専門家的な知見の提供を受ける。中小

事業者にとって、日頃はなじみのない法務問題の対応窓口としての機能が期待できる。 

連携体制図等 

①経済動向調査における情報の収

集・分析 

②事業計画策定支援、伴走型支援・

創業・新規開業支援における専門家

による助言・指導 
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③セミナー・説明会における相互利用


